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岐阜県公立学校教員採用選考試験　第１次選考試験

栄養教諭

【注意事項】

１　放送で指示があるまで，この問題用紙に手を触れないでください。

２　問題の印刷が不鮮明な場合には挙手をして，試験監督官が来るのを待って
　　ください。

３　終了後，答案用紙（マークシート）のみ回収します。この問題用紙は各自
　　持ち帰ってください。

　教科専門

　　　　試験時間

１０時３０分～１１時４０分（７０分）
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（ １ ）　 次の文章は，「 学校給食法（ 昭和二十九年法律第百六十号）」 の記載内容の一部を

示し たも のである 。 文章中の（ ア ） ～（ ウ ） に当てはま る 語句の組合せと し て正し

いも のを ， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ １ 。

第三条　 こ の法律で「 学校給食」 と は， 前条各号に掲げる 目標を 達成する ために，

義務教育諸学校において， その児童又は生徒に対し 実施さ れる 給食をいう 。

２ 　 こ の法律で「 義務教育諸学校」 と は，（ 　 ア　 ） に規定する 小学校，中学校，

義務教育学校， 中等教育学校の前期課程又は（ 　 イ 　 ） の小学部若し く は中

学部を いう 。

第四条　 義務教育諸学校の（ 　 ウ 　 ） は， 当該義務教育諸学校において学校給食

が実施さ れる よ う に努めなければなら ない。

ア イ ウ

① 学校教育法施行令 特別支援学校 設置者

② 学校教育法施行令 専門学校 校長

③ 学校教育法 特別支援学校 設置者

④ 学校教育法 専門学校 校長

⑤ 学校教育法 特別支援学校 校長
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（ ２ ）　 次の文章は，「 第４ 次食育推進基本計画（ 令和３ 年３ 月農林水産省）」 の記載内容

の一部を 示し たも のであ る 。 文章中の（ ア ） ～（ エ） に当てはま る 語句の組合せと

し て正し いも のを， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ２ 。

７ ． 食品の安全性， 栄養その他の食生活に関する 調査， 研究， 情報の提供及び国際

交流の推進

（ ２ ） 取り 組むべき 施策

（ リ ス ク コ ミ ュ ニケーショ ンの充実）

　 国，地方公共団体，各種団体が連携し つつ，食品の安全性についてのリ ス ク コ ミ ュ

ニケーショ ンを 積極的に実施する 。

　 特に， 国民の関心の高いテーマについては，（ 　 ア　 ） に基づいた正確な情報提

供によ っ て， 消費者を 始めと する 関係者間での意見交換会を 開催し ， 理解の増進

に努める 。

（ 食品の安全性や栄養等に関する 情報提供）

　 国民が健全な 食生活を 実践する た めに必要な 食品の安全性や栄養等に関する

様々な情報について， 国民が十分に理解し 活用でき る よ う 考慮し つつ， SNS など

の様々な媒体や各種イ ベン ト ， 食育ツ ールなど を 活用し ， 国民にと っ てわかり や

すく 入手し やすい形で情報提供する 。（ 略）

　 ま た，「（ 　 イ 　 ）」 によ る 健康づく り 運動と し て ， 国内外の（ 　 ア　 ） に基づく

食生活の改善に必要な情報の普及啓発を図る 。

（ 食品表示の理解促進）

　（ 　 ウ 　 ） から 全面施行さ れた食品表示法（ 平成２ ５ 年法律第７ ０ 号） に基づく

新たな食品表示制度について ， 消費者の更なる 食品表示の活用に向け ，（ 　 エ　 ），

栄養成分表示等を 含め， 戦略的な普及啓発に取り 組む。

ア イ ウ エ

① 科学的知見 健康日本２ １ （ 第二次） 平成３ ０ 年度 原料原産地表示

② 客観的データ 食事バラ ン ス ガイ ド 平成３ ０ 年度 製造場所表示

③ 客観的データ 食事バラ ン ス ガイ ド 令和２ 年度 原料原産地表示

④ 科学的知見 健康日本２ １ （ 第二次） 令和２ 年度 原料原産地表示

⑤ 科学的知見 食事バラ ン ス ガイ ド 平成３ ０ 年度 製造場所表示
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（ ３ ）　 次の文章は，「 第４ 次食育推進基本計画（ 令和３ 年３ 月農林水産省）」 の記載内容

について述べたも のであ る 。 正し いも のを 〇， 誤っ ている も のを ×と し たと き ， そ

の組合せの正し いも のを， 下記の①～⑤から 一つ選べ。 解答番号は１ ３ 。

ア　 国民が健全な食生活を 送る ためには， その基盤と し て持続可能な環境が不可欠

であり ， 食育関係者を含む国民が一体と なっ て ， 食を 支える 環境の持続に資する

食育を推進する 。

イ 　 ラ イ フ ス タ イ ル等の変化によ り ， 国民が普段の食生活を 通じ て農林水産業等や

農山漁村を 意識する 機会が増えつつある 。

ウ 　「 新たな日常」 は在宅時間や家族で食を 考える 機会が増える こ と で， 食を 見つ

め直す契機と も なっており ， 学校での食育の重要性が軽減さ れる と いった側面も

有し ている 。

エ　 Ｉ Ｃ Ｔ 等のデジタ ル技術を 有効活用し て効果的な情報発信を 行う など ， 新し い

広がり を 創出する デジタ ル化に対応し た食育を推進する 。

オ　 和食は栄養バラ ンス に優れ， 長寿国である 日本の食事は世界的にも 注目さ れて

いる 。

カ　 消費者と 生産者等の信頼関係を構築し ， 諸外国の食料需給の状況への理解を 深

め， 持続可能な社会を 実現し ていく こ と が必要である 。

ア イ ウ エ オ カ

① 〇 × × 〇 〇 ×

② 〇 〇 × 〇 〇 〇

③ × × 〇 〇 × ×

④ 〇 〇 × × 〇 ×

⑤ × 〇 〇 × × 〇
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（ ４ ）　 次の文章は，「 第４ 次食育推進基本計画（ 令和３ 年３ 月農林水産省）」 の「 第４ 次

食育推進基本計画における 食育の推進に当たっ ての目標」 について述べたも のであ

る 。 正し いも のを 〇， 誤っ ている も のを ×と し たと き ， その組合せの正し いも のを，

下記の①～⑤から 一つ選べ。 解答番号は１ ４ 。

ア　 朝食を 欠食する 子供の割合の目標値は０ ％， 朝食を 欠食する 若い世代の割合の

目標値は１ ５ ％以下である 。

イ 　 栄養教諭によ る 地場産物に係る 食に関する 指導の平均取組回数は月９ ．１ 回（ 現

状値） であり ， 現状値の維持を 目指し ている 。

ウ 　 １ 日あたり の食塩摂取量の目標値は８ ｇ 以下である 。

エ　 目標の１ つに「 農林漁業体験を経験し た国民を 増やす」 がある 。

オ　「 食品ロ ス 削減のために何ら かの行動を し ている 国民の割合」 を ７ ０ ％以上に

増やす。

ア イ ウ エ オ

① × 〇 × × 〇

② 〇 × 〇 〇 ×

③ 〇 × × × ×

④ × × 〇 〇 〇

⑤ 〇 〇 〇 × ×
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（ ５ ）　 次の文章は，「 学校給食実施基準の一部改正について（ 令和３ 年２ 月１ ２ 日文部科

学省）　 ２ 　 学校給食における 食品構成について」 の記載内容の一部を 示し たも ので

ある 。 誤っているものを， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ５ 。

①　 食品構成については，「 学校給食摂取基準」 を踏ま え ，（ 中略） 児童生徒が各栄

養素をバラ ンス 良く 摂取し つつ，様々な食に触れる こ と ができ る よ う にする こ と 。

②　 多様な食品と は食品群であれば， 例えば， 穀類， 野菜類， 豆類， 果実類， き の

こ 類， 藻類， 魚介類， 肉類， 卵類及び乳類など であり ， ま た， 食品名であれば，

例えば穀類については， 精白米， 食パン ， コ ッ ペパン ， う ど ん， 中華めんなど で

ある 。

③　 本基準は児童生徒の１ 人１ 回当たり の全国的な平均値を 示し たも のであ る か

ら ， 適用に当たっ ては， 児童生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに嗜好

に十分配慮し ， 弾力的に運用する こ と 。

④　 各地域の実情や家庭における 食生活の実態把握の上， 日本型食生活の実践， 我

が国の伝統的な食文化の継承について十分配慮する こ と 。

⑤　 家庭の食事においてカルシウ ムの摂取が不足し ている 地域にあっ ては， 積極的

に牛乳， 調理用牛乳， 乳製品， 小魚等についての使用に配慮する こ と 。
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（ ６ ）　 次の文章ア～オ中の下線部で，「 学校給食実施基準の一部改正について（ 令和３ 年

２ 月１ ２ 日文部科学省） 別表（ 第四条関係） 児童又は生徒一人一回当たり の学校給

食摂取基準」 の記載内容と し て， 正し いも のの組合せを ， 下記の①～⑤の中から 一

つ選べ。 解答番号は１ ６ 。

ア　 児童（ ８ ～９ 歳） のエネルギー（ kcal） は６ ５ ０ である 。

イ 　 たんぱく 質の基準値は「 学校給食によ る 摂取エネルギーの２ ０ ～２ ５ ％である 。

ウ 　 ナト リ ウ ム（ g）（ 食塩相当量） は， 児童（ ６ ～７ 歳）， 児童（ １ ０ ～１ １ 歳）

について改正前よ り 低い数値に変更になっ た。

エ　 児童（ ６ ～７ 歳） に おけ る ビ タ ミ ン Ａ （ ㎍ RA E） は改正前の １ ６ ０ か ら

１ ７ ０ と 変更になった。

オ　 生徒（ １ ２ ～１ ４ 歳） における 食物繊維（ g） は， 改正前の６ ．５ から ７ 以上と

変更になっ た。

①　 ア， イ ， エ　 　 　 　 　 ②　 ア， ウ ， エ　 　 　 　 　 ③　 ア， ウ ， オ

④　 イ ， エ， オ　 　 　 　 　 ⑤　 ウ ， エ， オ
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（ ７ ）　 次の文章ア ～オは，「 学校給食衛生管理基準（ 文部科学省告示第六十四号　 平成

２ １ 年４ 月１ 日施行）　 第２ 　 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る 衛生管理

基準　（ ３ ） 学校給食施設及び整備の衛生管理」 の記載内容の一部を 示し たも のであ

る 。 正し いも のの組合せを ， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ７ 。

ア　 調理場は， 換気を行い， 温度は２ ５ ℃以下， 湿度は７ ０ ％以下に保つよ う 努め

る こ と 。 ま た， 調理室及び食品の保管室の温度及び湿度並びに冷蔵庫及び冷凍庫

内部の温度を適切に保ち， こ れら の温度及び湿度は毎日記録する こ と 。

イ 　 学校給食施設及び設備は， ねずみ及びはえ， ごき ぶり 等衛生害虫の侵入及び発

生を 防止する ため， 侵入防止措置を 講じ る こ と 。 ま た， ねずみ及び衛生害虫の発

生状況を ２ ヶ 月に１ 回以上点検し ， 発生を確認し たと き には， その都度駆除を す

る こ と と し ， 必要な場合には， 補修， 整理整頓， 清掃， 清拭， 消毒等を 行い， そ

の結果を 記録する こ と 。 　

ウ 　 学校給食従事者専用の便所には， 専用の履物を備える こ と 。 ま た， 定期的に清

掃及び消毒を行う こ と 。

エ　 学校給食従事者専用の手洗い設備は， 衛生的に管理する と と も に， 石けん液，

消毒用アルコ ール及びペーパータ オル等衛生器具を常備する こ と 。 ま た， 布タ オ

ルの使用は避ける こ と 。 さ ら に， 調理室の手洗い設備には個人用爪ブラ シを 常備

する こ と 。

オ　 清掃用具は， 整理整頓し ， 所定の場所に保管する こ と 。 ま た， 汚染作業区域と

非汚染作業区域の共用を 避ける こ と 。

①　 ア， ウ ， オ　 　 　 　 　 ②　 イ ， エ， オ　 　 　 　 　 ③　 ア， ウ ， エ

④　 イ ， オ　 　 　 　 　 　 　 ⑤　 ウ ， オ　
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（ ８ ）　 次の文章ア ～オは，「 学校給食衛生管理基準（ 文部科学省告示第六十四号　 平成

２ １ 年４ 月１ 日施行）　 第３ 　 調理の過程等における 衛生管理に係る 衛生管理基準　

（ ４ ） 調理過程　 ③二次汚染の防止」 の記載内容の一部を 示し たも のである。 正し い

も のの組合せを ， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は１ ８ 。

ア　 食肉， 魚介類及び卵は， 専用の容器， 調理用の機器及び器具を 使用し ， 他の食

品への二次汚染を 防止する こ と 。

イ 　 調理作業中の食品並びに調理用の機械， 機器， 器具及び容器の汚染の防止の徹

底を 図る こ と 。 ま た， 包丁及びま な板類については食品別の使い分けの徹底を図

る こ と 。

ウ 　 下処理後の加熱を行わない食品及び加熱調理後冷却する 必要のある 食品の保管

には， 原材料用冷蔵庫は使用し ないこ と 。

エ　 調理終了後の食品は， 素手でさ わら ないこ と 。

オ　 調理作業時にふき んを 使用する 場合は消毒殺菌し たふき んを 使用する こ と 。

①　 ア， イ ， ウ 　 　 　 　 　 ②　 ア， ウ ， エ　 　 　 　 　 ③　 イ ， ウ ， エ

④　 イ ， エ， オ　 　 　 　 　 ⑤　 ウ ， エ， オ　 　
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（ ９ ）　 次の文章は「 調理場における 洗浄・ 消毒マニュ アル Part Ⅱ（ 平成２ ２ 年３ 月文部

科学省ス ポーツ ・ 青少年局学校健康教育課） 第２ 章　 施設の洗浄・ 消毒のマニュ ア

ル　 ３ ． 床【 床の消毒について】」 の記載内容の一部を 示し たも のである 。 文章中の

（ ア） ～（ エ） に当てはま る 語句の組合せと し て正し いも のを， 下記の①～⑥から 一

つ選べ。 解答番号は１ ９ 。

床の消毒は， ド ラ イ 使用・ ド ラ イ 運用を 行っ ていれば，（ 　 ア　 ） の頻度でよ い。

　 ただし ， 肉， 魚， 卵など の汚染度が高い食品が床に落ちたと き ， 拭取り 検査で大

腸菌が検出さ れたと き ， 又は明ら かに汚れている と 思われる 際には， 消毒が必要で

ある 。

　 消毒は，「 次亜塩素酸ナト リ ウ ム 溶液」 か「 アルコ ール」 を 使う が， 状況によ っ

て両者を使い分ける 。（ 中略）

床全体の消毒
肉， 魚， 卵など が床の一部分

に落ちたと き の消毒

次亜塩素酸

ナトリ ウム溶液

（ 　 イ 　 ）ppm

①床を 洗浄し ， 乾かす。

②次亜塩素酸ナト リ ウ ム溶液を

床が十分に濡れる 量をま く 。

③（ 　 ウ 　 ）後に流水ですすぐ 。

又は， 水を 含ま せた モッ プ

で拭き 上げる 。

※塩素ガ ス が 発生する の で，

換気を よ く し て行う 。

①床に落ちた肉， 魚， 卵など を

取り 除く 。

②ペーパータ オル， 布， モッ プ

など で（ 　 エ　 ） する 。

③汚染し た箇所を， 次亜塩素酸

ナト リ ウ ム溶液を 浸し たペー

パータ オルなど で覆う 。

④（ 　 ウ 　 ） 後に水を含ま せた

モッ プで拭き 上げる 。

アルコ ール （ 中略） （ 中略）

ア イ ウ エ

① 月１ ～２ 回 ２ ０ ０ ５ ～１ ０ 分 水拭き

② 週１ ～２ 回 ２ ０ ０ ５ ～１ ０ 分 水拭き

③ 週１ ～２ 回 １ ０ ０ ０ ３ ０ 分 乾拭き

④ 月１ ～２ 回 １ ０ ０ ０ ５ ～１ ０ 分 水拭き

⑤ 週１ ～２ 回 ２ ０ ０ ３ ０ 分 乾拭き

⑥ 月１ ～２ 回 ２ ０ ０ ３ ０ 分 乾拭き
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（ １ ０ ）　 次の文章は，「 食に関する 指導の手引―第二次改訂版―（ 平成３ １ 年３ 月文部科

学省） 第６ 章　 個別的な相談指導の進め方　 第４ 節　 栄養教論の役割」 の記載内

容の一部を 示し たも のである 。誤っているものを，下記の①～⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は２ ０ 。

３ 　 個別的な相談指導を 行う 際の留意点

・ 　 個別指導実施時には， 必ず対象と なる 児童生徒の①　 成長曲線を 確認する こ と 。

・ 児童生徒及びその保護者が満足する ②　 成果を 出す指導をする ためにカン フ ァ

レ ンス など を ③　 学年単位， 学校単位で実施する こ と 。

・ 　 個別的な相談指導の目的， ④　 期間， 計画， 実施， 評価を 明確にする こ と 。

・ 　 個別相談の結果は， 適宜， ⑤　 関係する 教職員又は全教職員で共有し ， 組織的

な対応と する こ と 。
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（ １ １ ）　 次の文章ア～オは，「 調理場における 衛生管理＆調理技術マニュ アル（ 平成２ ３

年３ 月文部科学省ス ポーツ 青少年局学校健康教育課） 第２ 章　 検収室・ 下処理室

における 衛生管理＆調理技術マニュ アル　 ３ 　 下味の付け方」 の記載内容の一部

を 示し たも のであ る 。 正し いも のの組合せを， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。

解答番号は２ １ 。

ア　 肉や魚の下味を 付ける と き は， 専用容器の使用， 専用エプロ ンの着用， 使い捨

て手袋の装着を 徹底する 。

イ 　 肉， 魚については， 検収時に専用容器にあけかえ ， 下処理室で異物のチェ ッ ク

を し ながら 下味付けを 行う 。

ウ 　 肉の下味付けは材料の０ ．５ ～１ ％の塩分の調味料で調味する 。 魚の下味付け

は， 塩焼き の場合は材料の１ ％の食塩で調味する 。

エ　 下味付けし た食材は， 調理用冷蔵庫に保管する 。

オ　 作業に使用し た容器は， 洗浄・ 消毒を行う 。

①　 ア， イ ， ウ 　 　 　 　 　 ②　 ア， イ ， オ　 　 　 　 　 ③　 ア， ウ ， オ

④　 ア， エ， オ　 　 　 　 　 ⑤　 イ ， ウ ， エ
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（ １ ２ ）　 次のア～オの文章は，「 調理場における 衛生管理＆調理技術マニュ ア ル（ 平成

２ ３ 年３ 月　 文部科学省ス ポーツ 青少年局学校健康教育課） 第３ 章　 調理室にお

ける 衛生管理＆調理技術マニュ アル　（ ４ ） 野菜の切裁Ｑ ＆Ａ 　 Ｑ ３ ； 切裁後のあ

く 抜き や褐変防止法は」 の記載内容の一部を 示し たも のである。 正し いも のを 〇，

誤っ ている も のを ×と し たと き ， その組合せの正し いも のを ， 下記の①～⑤の中

から 一つ選べ。 解答番号は２ ２ 。

ア　 野菜や果物にはポリ フ ェ ノ ール系化合物が含ま れている 。 ポリ フ ェ ノ ール系化

合物は， 空気中の酸素と 反応し て酸化さ れ， メ ラ ニン など の褐色の物質になる 。

イ 　 じ ゃがいも …水につける 。 じ ゃがいも 中のチロ シン が酸素に触れて褐色のタ ン

ニン 色素を 生じ る ので， 水で酸素を 遮断する 。

ウ 　 さ つま いも …水につける 。 あく の一種， メ ラ ニン を含むこ と から ， あく 抜き に

も なる 。

エ　 なす…水につける 。 食塩水にすれば，さ ら に酵素作用を抑制する こ と ができ る 。

オ　 ごぼう ・ れんこ ん…塩水につける 。 フ ラ ボノ イ ド 色素が， アルカリ 性では無色

になる と いう 性質を利用する 。

ア イ ウ エ オ

① × 〇 〇 〇 ×

② 〇 × × 〇 ×

③ × 〇 × 〇 ×

④ 〇 × × × 〇

⑤ 〇 × 〇 × 〇
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（ １ ３ ）　 次の表中の下線部①～⑤の中で，「 調理場における 衛生管理＆調理技術マニュ ア

ル（ 平成２ ３ 年３ 月　 文部科学省ス ポーツ 青少年局学校健康教育課） 第３ 章　 調

理室における 衛生管理＆調理技術マニュ アル　 ２ 　 下準備　（ ２ ） 乾物の戻し 方」

の記載内容の一部と し て， 誤っているものを 一つ選べ。 解答番号は２ ３ 。

食品名 倍率 戻し 方

かんぴょ う ５ ～１ ０ 倍 ①塩も みを し て， 熱湯でゆでる 。

き く ら げ ４ ～１ ０ 倍 水又はぬる ま 湯に浸す。

切り 干し だいこ ん ②２ ～３ 倍 たっ ぷり の水又はぬる ま 湯に浸す。

高野豆腐 ６ ～８ 倍
ぬる ま 湯で落と し ぶた を し て 戻し ，

③水の中で押し 洗い後，水気を 絞る 。

はる さ め ３ ～７ 倍
用途によ り ， ゆでる ま たはぬる ま 湯

に浸す。

ひじ き ６ ～９ 倍 ④水に浸し ，砂やごみを 洗い落と す。

干し し いたけ ４ ～６ 倍 水又はぬる ま 湯に浸す。

干し わかめ ６ ～１ ０ 倍
煮物， 汁物に使用する 場合は水に浸

す。和え物は戻し た後熱湯でゆでる 。

豆類 ⑤２ ～２ ．６ 倍 下処理用の水槽で洗い， 水に浸す。



－ 14 －

（ １ ４ ）　 次の文章中の下線部①～⑤の中で，「 栄養教諭を 中核と し たこ れから の学校の食

育～チーム 学校で取り 組む食育推進のＰ Ｄ Ｃ Ａ ～（ 平成２ ９ 年３ 月文部科学省）

Ⅱ　 実践《 Ｄ Ｏ 》　 １ 　 食に関する 指導　（ ２ ）　 教科等における 食に関する 指導」

の記載内容の一部と し て， 誤っているものを 一つ選べ。 解答番号は２ ４ 。

栄養教諭の役割

　 栄養教諭の具体的な授業参画の方法と し ては， ①　 ティ ーム ・ ティ ーチン グ，

教材研究， 指導計画に基づく 打合せ等が想定さ れま すが， 担任（ 教科担任） 等と

の連携のも と ， 計画に基づき 実施し ま す。 栄養教諭がティ ーム ・ ティ ーチン グで

授業に参画し た場合は， ②　 食に関する 学習の状況等について ， 保護者に情報を

提供する と と も に， ③　 児童生徒に対し ても 学習成果を フ ィ ード バッ ク し ま す。

なお， 食に関する 指導と 直接関連がある 教科等だけでなく ， 教材を使用する こ と

など によ り ， 食に関する 指導に関連付ける こ と ができ る 教科等については④　 年

間指導計画作成段階から 積極的に参画し ， 食に関する 指導の拡充に努めま す。

教職員の関わり

　 教科等において食に関する 指導を 実施する 主体は， 学級担任や教科担任である

ので， ⑤　 指導計画から 教材研究， 授業， 評価ま で一貫し て行う 必要があり ま す。
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（ １ ５ ）　 次の文章中の下線部ア～オの中で，「 学校給食における 食中毒防止Ｑ ＆Ａ（ 平成

２ １ 年３ 月独立行政法人日本ス ポーツ 振興セン タ ー） Ⅳ　 学校給食従事者　 Ｑ ２ 　

ノ ロ ウ イ ルス によ る 食中毒の二次感染防止対策は」 の記載内容と し て， 正し いも

のの組合せを ， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ５ 。

２ 　 家庭内の指導

（ １ ） 手洗い

（ 　 略　 ）

（ ２ ） 入浴

　 下痢症状が治癒後　 ア　 ２ 週間程度は最後に入浴し ， 使用後， 浴槽， 洗い

場を 次亜塩素酸ナト リ ウ ム 水溶液（ １ ０ ０ ０ ppm ） で消毒し ま す。 患者の入

浴は下痢症状を有する と き は避けま す。

（ ３ ） 衣類など の洗濯物

　 ノ ロ ウ イ ルス の感染者の下着等は健康者と は別にし ，　 イ 　 次亜塩素酸ナト

リ ウ ム 水溶液（ ２ ０ ０ ppm ） に１ ０ 分間浸ける か， 熱湯消毒し たのち洗濯し

ま す。 　 ウ 　 ふん便・ 吐物が付着し た衣類はも み洗いを し て， 熱湯（ ９ ０ ℃

以上） に浸し ま す。（ 略）

（ ４ ） 食器類の洗浄

　 感染者が使用し た食器は健康者と は別の加熱でき る 容器に最後に回収し ，

容器と 共に加熱処理を 行い， ま たは　 エ　 次亜塩素酸ナト リ ウ ム 水溶液（ 塩

素濃度１ ０ ０ ０ ppm ）に５ ～１ ０ 分間浸け置き ま す。後は通常の洗浄でよ いが，　

オ　 食器乾燥機を 使う と 効果が高ま り ま す。 可能であれば患者には使い捨て

の容器を使い， 使用後廃棄し ま す。

①　 ア， イ ， ウ 　 　 　 　 　 ②　 ア， イ ， エ　 　 　 　 　 ③　 イ ， ウ ， オ

④　 エ， オ　 　 　 　 　 　 　 ⑤　 イ ， オ

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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（ １ ６ ）　 次の文章中の下線部①～⑤の中で，「 中学校学習指導要領（ 平成２ ９ 年告示） 第

２ 章　 各教科　 第８ 節　 技術・ 家庭　 第２ 　 各分野の目標及び内容（ 家庭分野）　

２ 　 内容　 Ｂ 衣食住の生活」 の記載内容の一部を 示し たも のと し て ， 誤っている

ものを 一つ選べ。 解答番号は２ ６ 。

Ｂ 　 衣食住の生活

⑵　 中学生に必要な栄養を満たす食事

ア　 次のよ う な知識を 身に付ける こ と 。

ア　 ①　 栄養素の種類と 働き が分かり ， 食品の栄養的な 特質について 理解　

する こ と 。

イ 　 中学生の１ 日に必要な②　 食品の種類と 概量が分かり ， １ 日分の献立作

成の方法について理解する こ と 。

⑶　 日常食の調理と 地域の食文化

ア　 次のよ う な知識及び技能を身に付ける こ と 。

ア　 日常生活と 関連付け， ③　 用途に応じ た食品の選択について理解し ， 適

切にでき る こ と 。

イ 　 食品や④　 調理用具等の安全と 衛生に留意し た管理について理解し ， 適

切にでき る こ と 。

ウ 　 材料に適し た加熱調理の仕方について理解し ， 基礎的な日常食の調理が

適切にでき る こ と 。

エ　 地域の食文化について理解し ， ⑤　 地域の食材を 用いた行事食の調理が

適切にでき る こ と 。
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（ １ ７ ）　 次の文章中の下線部①～⑤の中で，「 学校給食における 食物アレ ルギー対応指針

（ 平成２ ７ 年３ 月文部科学省）　 Ⅲ　 総論　 １ 　 学校給食における 食物ア レ ルギー

対応の考え方」 の記載内容と し て， 誤っているものを 一つ選べ。 解答番号は２ ７ 。

　 学校給食における 食物ア レ ルギー対応で， 最優先する べき こ と は①　“ 安全性”

です。 ①　“ 安全性”を 確保する ためには，給食調理や作業の②　 細分化が必須です。

　 こ のため， 学校生活管理指導表によ り 対応者や対応食品を 精選し ， 必要最小限の

除去と し ま す。 ま た， ③　 個別対応はせず， 事故防止の観点から 原因食物の完全除

去対応（ 二者択一） をする こ と を 基本と し ま す。

　 学校給食において， 食物アレ ルギーの原因食物に関連する も のであっても 症状誘

発の原因と なり にく い④　 調味料・ だし ・ 添加物等については， 基本的に除去する

必要はあり ま せん。

　 こ れら について対応が必要な児童生徒は， 当該原因食物に対する 重篤なア レ ル

ギーがある こ と を 意味する ため， 安全な給食提供は困難であり ， ⑤　 弁当対応を考

慮し ま す。
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（ １ ８ ）　 次の文章中の下線部ア～オの中で，「 学校のアレ ルギー疾患に対する 取り 組みガ

イ ド ラ イ ン ≪令和元年度改訂≫（ 公益財団法人　 日本学校保健会）　 第１ 章　 総論　

４ 　「 学校生活管理指導表（ ア レ ルギー疾患用）」 に基づく 取組　 ４ －１ 「 学校生

活管理指導表（ アレ ルギー疾患用）」 と は」 の記載内容の一部を 示し たも のと し て，

正し いも のの組合せを， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ８ 。

　 学校・ 教育委員会は， アレ ルギー疾患のある 児童生徒等を 把握し ， ア　 学校での

取組を 希望する 保護者に対し て， 管理指導表の提出を 求める 。

　 イ 　 保護者が， 管理指導表を 記載し ， 学校に提出する 。

　 学校は， 管理指導表に基づき ， 保護者と 協議し 取組を実施する 。 学校は提出さ れ

た管理指導表を ， ウ 　 緊急時に教職員誰も が閲覧でき る 状態で一括し て管理する と

と も に， 個人情報の取り 扱いに留意する 。

　 管理指導表は症状等に変化がな い場合であ っ て も ， 配慮や管理が必要な 間は，

エ　 少なく と も 毎年提出を 求める 。

　 食物アレ ルギーの児童生徒等に対する 給食での取組など 必要な場合には， 保護者

に対し さ ら に詳細な情報や面談を 求め， 総合し て活用する 。 オ　 血液検査の結果を

求める こ と も ある 。

①　 ア， イ ， ウ 　 　 　 　 　 ②　 ア， ウ ， エ　 　 　 　 　 ③　 イ ， ウ ， エ

④　 イ ， エ， オ　 　 　 　 　 ⑤　 ウ ， エ， オ

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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（ １ ９ ）　 次のグラ フ は，「 令和３ 年度　 食物アレ ルギーに関連する 食品表示に関する 調査

研究事業報告書（ 令和４ 年３ 月消費者庁）　 ３ 　 即時型食物アレ ルギーの原因食物」

の一部を 示し たも のである 。 円グラ フ 中の第１ 位～第３ 位に当てはま る 食品の組

合せと し て正し いも のを ， 下記の①～⑤の中から 一つ選べ。 解答番号は２ ９ 。

第１ 位

33.4％

第２ 位

18.6％
第３ 位

13.5％

第４ 位

8.8％

第５ 位 6.1％

魚卵 5.2％

果実類 3.5％

甲殻類 3.3％

その他 3.7％

魚類

1.6％

大豆

1.3％

ソ バ

1.1％

第１ 位 第２ 位 第３ 位

① 鶏卵 牛乳 木の実類

② 鶏卵 牛乳 小麦

③ 牛乳 鶏卵 木の実類

④ 牛乳 落花生 鶏卵

⑤ 鶏卵 木の実類 小麦

著作権保護の観点により 、 掲載いたしません。
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（ ２ ０ ）　 次の文章は，「 日本の「 食料」 を 学ぶ　 ０ １ 　 数字で学ぶ「 日本の食料」（ 農林

水産省 2023FEBRUA RY　 ２ 月号）」 の記載内容の一部を 示し たも のである 。 文章

中の（ ア） ～（ エ） に当てはま る 語句の組合せと し て正し いも のを ， 下記の①～⑤

の中から 一つ選べ。 解答番号は３ ０ 。

　 １ ９ ６ ５ 年度には７ ３ ％だっ た食料自給率（ カロ リ ーベース ） は， ２ ０ ２ １ 年度

には（ 　 ア　 ） ％と なり ， 長期的に低下し てき たこ と がわかり ま す。

　 主食である 米の消費量は２ ０ ２ １ 年度には１ ９ ６ ５ 年度の（ 　 イ 　 ） になっ てい

ま す。 自給率が高い米の消費が減る こ と は食料自給率全体の低下につながり ま す。

　 一方，（ 　 ウ 　 ） や油脂類の消費量は増加し ており ， 飼料や原料の多く を 輸入に

頼る 自給率が低い（ 　 ウ 　 ） や油脂類の消費が増える こ と は， 食料自給率全体の低

下につながり ま す。

　 我が国の食料供給を供給先別に見てみる と アメ リ カ（ ２ ３ ％），（ 　 エ　 ）（ １ １ ％），

豪州（ ９ ％）， ブラ ジ ル（ ３ ％） から の輸入と ， 国産（ 　 ア　 ） ％と を 合わせて，

こ れら の国だけで供給カロ リ ーの大部分を 占めていま す。 現在の私たちの食生活を

前提と し て， 今後の食料供給の安定性を 維持し ていく ためには， こ れら の輸入品目

の国産への置き 換えを着実に進める と と も に， 主要輸入先国と の関係を維持し てい

く こ と も 必要不可欠と なり ま す。

ア イ ウ エ

① ３ ８ 半分以下 畜産物 中国

② ２ ５ ３ 分の２ 小麦 中国

③ ３ ８ ３ 分の２ 小麦 カナダ

④ ２ ５ 半分以下 畜産物 中国

⑤ ３ ８ 半分以下 畜産物 カナダ


